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令和８年度  

松伏町職員採用試験受験案内 

（令和９年４月１日付採用） 

 

 

 

【第１次試験日】 

令和８年９月２０日（日） 

〈受付期間〉 

７/1(水) 

～７/３１(金) 

応募をお待ち 

しています！ 

〈募集職種〉 

・一般事務職 

・建築技術職 

・土木技術職 
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１ 募集職種、採用予定人数及び第１次試験日 

募 集 職 種 採用予定人数 第１次試験日※ 

一般事務職（新規学卒者等） 若干名 

令和８年９月２０日（日） 

一般事務職（民間企業等職務経験者） 若干名 

一般事務職（埋蔵文化財発掘経験者） 若干名 

一般事務職（障がい者対象） 若干名 

建 築 技 術 職 若干名 

土 木 技 術 職 若干名 

※ 書類選考の合格者に第１次試験を実施します。 

 

２ 受験資格 

職 種 

試

験 

区

分 

受験資格 年齢要件 

一般事務職 

（新規学卒者等） 

Ｄ 
学校教育法における大学卒業（令和９年３

月卒業見込みを含む。）以上の学歴を有す

る人 

平成１３年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、２５歳以下の人） 

Ｅ 
学校教育法における短期大学卒業（令和９

年３月卒業見込みを含む。）の学歴を有す

る人 

平成１６年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、２２歳以下の人） 

Ｆ 
学校教育法における高等学校卒業（令和９

年３月卒業見込みを含む。）の学歴を有す

る人 

平成１８年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、２０歳以下の人） 

一般事務職 

（民間企業等職務経験者） 
Ｇ 

学校教育法における高等学校卒業以上の

学歴を有する人で、民間企業等の職務経験

が３年以上ある人 

昭和６１年４月２日から平

成１３年４月１日までに生

まれた人（令和９年４月１日

現在、２６歳から４０歳まで

の人） 

一般事務職 

（埋蔵文化財発掘経験者） 
Ｈ 

次の①及び②に該当する人 

①学校教育法における大学若しくは大学

院で日本考古学を専攻し卒業（修了）（令和

９年３月卒業（修了）見込み含む）の学歴

を有する人 

②埋蔵文化財の発掘調査員等としての経

験があり、発掘調査報告書の執筆に携わっ

た経験がある人 

昭和６１年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、４０歳以下の人） 
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一般事務職 

（障がい者対象） 
Ｉ 

学校教育法における高等学校卒業（令和９

年３月卒業見込みを含む。）以上の学歴を

有する人で、次の①及び②に該当する人 

①障害者手帳の交付を受けている人 

②活字印刷文による筆記試験に対応でき

る人 

昭和６１年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、４０歳以下の人） 

建築技術職 Ｊ  

学校教育法における高等学校卒業（令和９

年３月卒業見込みを含む。）以上の学歴を

有する人で、次の①から③のいずれかに該

当する人 

①学校教育法における高等学校、短期大

学、大学、大学院のいずれかで建築の専門

課程を専攻し卒業（修了）（令和９年３月卒

業（修了）見込み含む）の学歴を有する人 

②民間企業等において、建築に関する設

計、施工管理等の実務経験が通算３年以上

ある人 

③建築士法に定める一級建築士または二

級建築士の資格を有する人 

昭和６１年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、４０歳以下の人） 

土木技術職 Ｋ 

学校教育法における高等学校卒業（令和９

年３月卒業見込みを含む。）以上の学歴を

有する人で、次の①又は②のいずれかに該

当する人 

①学校教育法における高等学校、短期大

学、大学、大学院のいずれかで土木の専門

課程を専攻し卒業（修了）（令和９年３月卒

業（修了）見込み含む）の学歴を有する人 

②下水道法第２２条関係による公共下水

道の工事監督管理を行える人 

昭和６１年４月２日以降に

生まれた人（令和９年４月１

日現在、４０歳以下の人） 

＜注意事項＞ 

※ ２つ以上の試験区分に申し込むことはできません。 

 

※ 当該年度にいずれかの松伏町職員採用試験を受験した人は、本試験を受験できません。 

 

※ 職務上、自動車を運転する機会があるため、全ての試験区分（試験区分Ｉを除く。）において、申し込

み時点で普通自動車免許を所持していることを条件とします。普通自動車免許を所持していない人につ

いては申し込むことはできません。ただし、試験区分Ｆの受験者であって令和９年３月高等学校卒業見

込みの人は、採用後６か月以内に取得することを条件として申し込むことができます。 
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※ 試験区分Ｇにおける民間企業等の職務経験について 

 ア 令和８年６月３０日の時点で、民間企業等における職務経験が通算３年以上ある人が対象です。 

 イ 民間企業等における職務経験には、民間企業の従業員等として１年以上継続して就業していた期間

が該当します。ただし、短時間労働者（パート労働者）（注）としての期間や、在職中であっても、休

職などで連続して３か月以上勤務していない期間（産前産後休暇を除く。）は該当しません。 

（注）「短時間労働者（パート労働者）」とは、「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される

通常の労働者（正社員）の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を言います。例えば、

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び名は

異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者（パート労働者）」となり

ます。 

 ウ 民間企業等における職務経験が複数ある場合は通算することができますが、同一期間内に複数の民

間企業等で従事した場合は、いずれか一方のみの経験となります。 

 エ 試験に合格した人には、職務経験期間の確認のため、勤務証明書等を提出していただきます。なお、

職務経験期間の確認ができない場合は、採用されません。 

 

※ 全ての試験区分について、日本国籍を有しない人又は地方公務員法第１６条に規定する次のいずれか

の欠格条項に該当する人は受験できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 松伏町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条に規定する罪

を犯し刑に処せられた人 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

※ 試験区分Ｅについて、次に該当する人は、短期大学卒業に含みます。 

ア 学校教育法における専修学校の専門課程（年間授業時数が６８０時間以上で修業年限２年以上の課

程に限る。）を卒業（見込みを含む。）した人 

イ 学校教育法における各種学校（高等学校又はこれに準ずる学校の卒業を入学資格とする修業年限２

年以上の課程に限る。）を卒業（見込みを含む。）した人 

ウ 学校教育法における大学に２年以上在学して６２単位以上修得した人 

 

※ 試験区分Ｈ、Ｊ、Ｋにおいて採用された場合でも、一般事務職と同様の人事異動をする場合がありま

す。 

 

※ 受験資格の学歴区分は、国の人事院規則及びその運用通知の学歴免許等資格区分表に準じ決定してい

ます。ご不明な点は、お問い合わせください。 
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３ 応募方法・添付書類等 

（１）インターネットを利用した電子申請により応募してください。 

（２）書類選考の合格者に受験番号を電子メールでお知らせします。 

（３）添付書類はＰＤＦデータまたは画像データで添付してください。 

（４）記入事項の不備や添付された書類に不足等があった場合は受付できません。 

 

４ 試験日程等 

職 種 試験 試験日等 試験会場 合格発表 

一般事務職 

（新規学卒者等） 

試験区分Ｄ、Ｅ、Ｆ 

 

一般事務職 

（民間企業等職務経験者） 

（埋蔵文化財発掘経験者） 

（障がい者対象） 

試験区分Ｇ、Ｈ、Ｉ 

 

建築技術職 試験区分Ｊ 

 

土木技術職 試験区分Ｋ 

書類選考 令和８年８月中旬 － 令和８年８月下旬 

第１次試験 

令和８年９月２０日（日） 

開場：午前８時４５分 

（受付：開場～午前９時１５分） 

開始：午前９時３０分 

終了：試験区分 

Ｄ、Ｅ、Ｆ 

午前１１時５０分（予定） 

Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ 

午前１１時２０分（予定） 

松伏町役場 

（予定） 

令和８年１０月上旬

から中旬 

第２次試験 令和８年１０月中旬から下旬 
令和８年１０月下旬

から１１月上旬 

第３次試験 令和８年１１月上旬から中旬 
令和８年１１月中旬

から下旬 

※ 試験会場は変更になる場合があります。 

（１）書類選考及び第１次試験の合否は、受験者に対して電子メールで通知するほか、松伏町ホームペ

ージにおいて合格者の受験番号を掲示します。 

（２）第２次試験及び第３次試験の合否は、受験者に対して簡易書留郵便で通知します。 

（３）電話、ＦＡＸ、電子メールによる合否の照会にはお答えできません。 

 

 

受付期間 ７月１日（水）８時３０分～７月３１日（金）２３時５９分 

申込方法  

松伏町ホームページから電子申請フォ－ムに接続し、申し込みをしてください 

※ ホームページの「松伏町職員採用試験電子申請システム申込方法」を確認してから記

入してください。また、記入後は申込書の内容を確認し、記入漏れ等がないことを確認

してから申し込みをしてください。 

添付書類 

（１）自動車運転免許証の写し（試験区分Ｉの受験者及び試験区分Ｆの受験者であって令 

和９年３月卒業見込みの人で、運転免許を所持していない人は必要ありません。） 

（２）履修課程等証明書の写し（試験区分Ｅの受験者であって次のア・イのいずれかに該

当する人のみ） 

ア 専修学校又は各種学校の卒業者（卒業見込みの人を含む。）として受験する人 

イ 大学中退者（２年以上在学し６２単位以上修得した人に限る。）として受験する人 

（３）障害者手帳（写真、氏名及び級別等の記載があるページ）の写し（試験区分Ｉのみ） 

※ 上記以外にも受験資格等確認のため、追加書類を提出していただく場合があります。 
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５ 試験の内容 

＜書類選考＞ 各試験区分の申込者に対して実施します。 

職 種 種 目 内 容 

全職種共通 書類選考 
申込時に提出されたエントリーシートの内容により、松

伏町行政への関心や貢献意欲、表現力等を評価します。 

 

＜第１次試験＞ 書類選考の合格者に対して実施します。 

職 種 種 目 時 間 内 容 

一般事務職 

（新規学卒者等） 

試験区分Ｄ、Ｅ、Ｆ 

教養試験 ９０分 
時事、社会・人文に関する一般知識及び

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に

関する能力についての択一式による筆

記試験と職場適応性検査を行います。 
職場適応性検査 ２０分 

一般事務職 

（民間企業等職務経験者） 

（埋蔵文化財発掘経験者）  

（障がい者対象） 

試験区分Ｇ、Ｈ、Ｉ 

 

建築技術職 試験区分Ｊ 

 

土木技術職 試験区分Ｋ 

職務能力試験 ６０分 

職務を遂行する上で必要となる基礎的

な知的能力についての択一式による筆

記試験と職務適応性検査を行います。 
職務適応性検査 ２０分 

※ 試験区分Ｄは大学卒業程度、試験区分Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、J、Ｋは高校卒業程度の問題を使用しま

す。 

※ 職場適応性検査及び職務適応性検査の結果は、第２次試験及び第３次試験の参考資料とします。 

 

 ＜第２次試験＞ 第１次試験の合格者に対して実施します。 

職 種 種 目 内 容 

全職種共通 人物試験 個別面接試験 

 

 ＜第３次試験＞ 第２次試験の合格者に対して実施します。 

職 種 種 目 内 容 

全職種共通 人物試験 個別面接試験 

 

６ 採用時期 

原則として、令和９年４月１日付けで採用となります。ただし、次の事項に該当する場合は、採用取

り消しとなります。 

（１）受験資格を満たしていないことが判明した場合 

（２）応募書類の記入事項が事実と異なる場合 

（３）令和９年３月末までに卒業見込みの人が卒業できなかった場合 

（４）心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことが明らかになった場合 

（５）その他任命権者が不適当と認めた場合 
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７ 給与・勤務条件（令和８年４月１日現在） 
（１）給与 

ア 初任給（地域手当含む） 

区 分 初 任 給 備 考 

大学卒 ２５１，８５６円 
一定の学歴や職歴がある場合は、所

定の額が加算されます。 
短大卒 ２３５，９５６円 

高校卒 ２１９，１０２円 

イ この他、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が支給条件に応

じて支給されます。 

ウ 昇給は、毎年１回、勤務成績に応じて行います。 

（２）勤務時間 

原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

（３）休日及び休暇 

    土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）が休みとなります。ただし、配属先に

より異なる場合があります。また、年次有給休暇（年度２０日）、夏季休暇、結婚、出産、忌引き

等の場合の特別休暇などがあります。 

（４）福利厚生 

    埼玉県市町村職員共済組合に加入します。共済制度により、住宅、自動車等の購入時に利用でき

る低利の貸付や、東京ディズニーランド等のテーマパーク、映画館、宿泊施設などの割引の補助制

度等があります。 

 

８ 試験結果の提供 

次のとおり自己の試験結果の提供を行っています。 

提供できる人 提供する項目 提供期間 場 所 

書類選考・第１次試験・第

２次試験・第３次試験の

受験者本人 

各試験の得点及び順位 
各試験の合格発表の日から

１か月間 
政策総務課 

※ 本人確認できる書類（自動車運転免許証等）を持参してください。 

 

９ その他 

  試験当日、悪天候等により公共交通機関に遅延等が発生する場合がありますので、気象予報に注意

し、余裕をもって試験会場に向かうようにしてください。また、試験開始時間に変更が生じる場合は、

松伏町ホームページの新着情報に掲載しますので、必ず確認するようにしてください。 

 

１０ 問い合わせ先 

松伏町 政策総務課 職員担当 

〒３４３－０１９２ 松伏町大字松伏２４２４番地 

℡０４８－９９１－１８９６（直通） 

URL https://www.town.matsubushi.lg.jp/ 
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